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行
政
相
談
委
員
に

　
　
　
　
　
相
談
く
だ
さ
い

５月16日（金）

各 事 業 所
学 校
官 公 署

各 家 庭

５月18日（日）春の大掃除を

行いますので、

ご協力をお願

いします。

大掃除のお知らせ

みんなで協力　きれいな街づくり

自
動
車
税
（
県
税
）
／
軽
自
動
車
税
（
市
税
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

◆
発
布
日　

自
動
車
税　
　

５
月
１
日
（
木
）

　
　
　
　
　

軽
自
動
車
税　

５
月
15
日
（
木
）

　

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は
６
月
２
日
（
月
）
で
す
。

　

納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

車
い
す
移
動
車
等
構
造
改
造
車
・
心
身
障
が
い
者
は
、
一
定
の

条
件
の
も
と
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税
が
減
免
に
な
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　

減
免
申
請
受
付
は
５
月
26
日
（
月
）
ま
で
で
す
。
納
税
通
知
書

が
届
き
ま
し
た
ら
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〇
自
動
車
税
（
県
税
）

県
税
事
務
所 

☎
23
‐
３
４
１
１

〇
軽
自
動
車
税
（
市
税
）

 

市
民
税
課 

☎
21
‐
２
２
６
１

 

税
務
課 　

☎
43
‐
９
２
０
８

 

税
務
課 　

☎
62
‐
０
９
０
２

 

税
務
課 　

☎
29
‐
１
１
０
１

 

地
域
ま
ち
づ
く
り
課 

　
　
　

         

☎
92
‐
０
３
０
４

 

税
務
課 　

☎
55
‐
７
７
５
７

税務証明書等を請求されるお客様へ
窓口での「本人確認」 に協力を

　市民の皆さんの個人情報を保護し、「なりすま
し」による証明書等の不正な取得を防止するため、
税務証明等を請求される場合は、本人確認のため、
官公署等が発行する証明書（運転免許証、住民基
本台帳カード、パスポートなど）で本人確認をさ
せていただきます。

　⇒顔写真付きの官公署等が発行する証明書をお
持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳などで
本人確認をさせていただきます。

　業務等で頻繁に証明書発行の申請を行う方も、
その都度、身分証明書を確認させていただきます。

（申請者が司法書士の方の場合、窓口に来られる
司法書士補助者は、司法書士の補助者証の提示を
お願いします。法人の社員の方が窓口に来られる
場合は、その方本人のお名前で申請していただき、
身分証明書を確認させていただきます）
　また、ご本人以外の代理の方が請求される場合
は、委任状と代理の方の身分証明書等が必要です。
　ただし、住民票の世帯が同一の方は委任状は必
要ありません。
　委任状は、必ず本人が署名・押印（法人の場合
は代表者の署名及び代表者の印鑑の押印）してく
ださい。

　⇒別世帯の家族、法人の役員、従業員の方も代
理人となります。

　ご理解とご協力をお願いします。
 市民税課 ☎ 21 ‐ 2261、2262

口
座
振
替
の
ご
利
用
を
！

～
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
～

◆
受
付
窓
口　

市
役
所
、
各
総

合
支
所
、
各
支
所
・
出
張
所
、

取
扱
金
融
機
関

◆
用
意
す
る
も
の　

取
引
金
融

機
関
の
通
帳
、
通
帳
届
出
印

◆
利
用
で
き
る
金
融
機
関　

市

内
の
金
融
機
関
の
本
・
支
店
と

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
お
よ
び
三
井
住

友
銀
行

※
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
利
用
の
方

は
、
最
寄
り
の
郵
便
局
へ
直
接

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
引
き
落
と
し
日
前
に
は
残
金

の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

収
税
課 　

☎
21
‐
２
２
８
１

東
日
本
大
震
災
に
あ
た
た
か
い

お
見
舞
い
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　

東
日
本
大
震
災
に
対
し
、
市

民
の
皆
さ
ん
か
ら
、
心
温
ま

る
義
援
金
が
寄
せ
ら
れ
、
２

月
28
日
現
在
、
総
額
は
８
６
，

３
４
９
，
６
５
１
円
に
な
り
ま

し
た
。
日
本
赤
十
字
社
を
通
じ

て
被
災
地
に
送
り
ま
す
。

　

募
金
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま

し
た
方
は
、
次
の
通
り
で
す
。

名
前
の
分
か
る
方
の
み
記
載
し

ま
す
。　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

　

石
川　

猛

 

社
会
福
祉
課 

☎
21
‐２
２
０
２

平成 26 年度

危険物安全週間
◆
期
間　

６
月
８
日
（
日
）
～
14
日
（
土
）

　

石
油
類
を
は
じ
め
と
す
る
危
険
物
は
、
危
険
物
を
取

扱
う
事
業
所
は
も
ち
ろ
ん
、
国
民
の
生
活
に
深
く
浸
透

し
、そ
の
安
全
確
保
の
重
要
性
は
益
々
増
大
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
事
業
所
で
の
自
主
保
安
体
制
の
確
立
を

呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、
広
く
国
民
の
危
険
物
に
対
す

る
意
識
の
高
揚
と
啓
発
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
実
施

し
ま
す
。

平
成
26
年
度
危
険
物
安
全
週
間
推
進
標
語

　
　
「
危
険
物 

読
み
は
ま
っ
す
ぐ 
ゼ
ロ
災
害
」

消
防
本
部
予
防
課　

☎
22
‐
０
１
１
９
（
代
）

市
消
防
署
ま
た
は
各
分
署

水
道
の
検
針
、
料
金
収
納

事
業
者
が
変
更
に
な
り
ま
し
た

　

本
市
は
水
道
の
メ
ー
タ
ー
検

針
、
料
金
収
納
業
務
を
民
間
業

者
に
委
託
し
て
い
ま
す
。 

　

４
月
１
日
か
ら
、
こ
の
業
務

を
行
っ
て
い
る
事
業
者
が
変
更

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

○
新
た
に
受
託
す
る
事
業
者 

①
事
業
者
名  

　

テ
ス
コ
株
式
会
社

②
委
託
す
る
業
務
内
容 

▽
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
業
務

▽
水
道
料
金
、
水
道
事
業
の
手

数
料
、
下
水
道
使
用
料
、
農
業

集
落
排
水
施
設
使
用
料
の
収
納

業
務

▽
水
道
庁
舎
の
窓
口
業
務　

等

③
委
託
期
間　

　

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
29
年
３
月
31
日
ま
で 

 

水
道
業
務
課 

☎
25
‐２
１
０
０

栃木 大平 藤岡 都賀 西方 岩舟
（株）金時給食センター ○ ○ ○ ○ ○

有限会社　ききょう ○
このひら配食サービス ○ ○ ○

社会福祉法人スイートホーム ○
市社会福祉協議会　西方支所 ○

新味紀行（株） ○ ○ ○
（株）サンマート（セブンイレブン） ○ ○

（株）シルバーライフ
（まごころ弁当栃木中央店） ○

平
成
26
年
度
高
齢
者

　
　
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

　

市
で
は
、
65
歳
以
上
の
ひ
と

り
暮
ら
し
、
高
齢
者
の
み
の
世

帯
等
で
、
食
材
の
確
保
・
調
理

が
困
難
な
方
を
対
象
と
し
て
、

昼
食
を
お
届
け
し
、
あ
わ
せ
て

安
否
の
確
認
を
行
う
「
高
齢
者

配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
度
の
委
託
業
者
は

次
の
と
お
り
で
す
。

◆
委
託
期
間　

平
成
26
年
４
月

１
日
～
平
成
27
年
３
月
31
日

 

高
齢
福
祉
課 

☎
21
‐２
２
４
１

 

健
康
福
祉
課 

☎
45
‐１
７
８
８

 

健
康
福
祉
課 

☎
62
‐０
９
０
４

 

健
康
福
祉
課 

☎
29
‐１
１
０
３

 

健
康
福
祉
課 

☎
92
‐０
３
１
０

 

健
康
福
祉
課 

☎
55
‐７
７
８
０

◆
み
な
さ
ん
は
、
心
配
事
・
悩
み
事
を
民
生
委
員
に
相
談
し

　

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。

◆
み
な
さ
ん
の
福
祉
全
般
に
わ
た
る
相
談
や
援
助
活
動
を
行

　

い
必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
市
役
所
な

　

ど
専
門
機
関
と
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

◆
み
な
さ
ん
の
相
談
内
容
や
個
人
の
秘
密
は
民
生
委
員
法

　
（
第
15
条
・
守
秘
義
務
）
で
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
お
困
り
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
安
心
し
て
相
談
く
だ
さ

　

い
。

栃
木
市
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
連
合
会

（

 

社
会
福
祉
課
内
☎
21
‐
２
２
０
１
）

民
生
委
員
児
童
委
員
並
び
に
主
任
児
童
委
員
は

　
　
　

親
身
に
な
っ
て
問
題
解
決
に
つ
と
め
ま
す

　

行
政
相
談
と
は
、
道
路
や
河

川
の
整
備
、
税
金
、
年
金
、
そ

の
他
国
や
県
、
市
役
所
等
の
仕

事
に
対
す
る
苦
情
や
意
見
・
要

望
を
聴
き
、
そ
の
解
決
・
改
善

に
役
立
て
る
も
の
で
す
。

　

日
ご
ろ
、
身
近
な
と
こ
ろ
で

行
政
と
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
相

談
を
受
け
活
躍
し
て
い
る
方
が

行
政
相
談
委
員
で
す
。

　

市
役
所
等
の
相
談
所
で
定
期

的
に
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

☆
私
た
ち
の
街
の
行
政
相
談
委

員○
大
竹
義
彦
氏
（
今
泉
町
一
丁

目
）

○
小
林
好
雄
氏
（
泉
町
）

○
川
田
久
子
氏
（
梅
沢
町
）

○
河
田
文
男
氏（
大
平
町
榎
本
）

○
落
合
富
子
氏
（
大
平
町
北
武

井
）

○
大
橋
光
雄
氏（
藤
岡
町
赤
麻
）

○
大
森
利
昭
氏（
都
賀
町
富
張
）

○
嶋
田
安
治
氏（
西
方
町
本
郷
）

○
唐
木
田
有
作
氏
（
岩
舟
町
下

津
原
）

◎
巡
回
行
政
相
談
所
を
開
設
し

ま
す
。

◇
期
日
・
場
所

○
５
月
19
日
（
月
）

　

栃
木
公
民
館
（
日
ノ
出
町
）

○
５
月
20
日
（
火
）

　

皆
川
公
民
館（
皆
川
城
内
町
）

○
５
月
21
日
（
水
）

　

大
宮
公
民
館
（
大
宮
町
）

○
10
月
14
日
（
火
）

　

国
府
公
民
館
（
惣
社
町
）

○
10
月
15
日
（
水
）

　

寺
尾
公
民
館
（
梅
沢
町
）

○
10
月
16
日
（
木
）

　

吹
上
公
民
館
（
吹
上
町
）

◇
時
間　

13
時
30
分
～
15
時
30

分◇
問
合
先

 

市
民
生
活
課 

☎
21
‐２
１
２
1

 

生
活
環
境
課 

☎
43
‐９
２
１
１

 

生
活
環
境
課 

☎
62
‐０
９
０
３

 

生
活
環
境
課 

☎
29
‐１
１
０
２

 

生
活
環
境
課 

☎
92
‐０
３
０
６

 

生
活
環
境
課 

☎
55
‐７
７
６
３

優
勝
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

全
国
高
校
囲
碁
大
会

　

３
月
22
日
に
大
阪
府
で
開
催

さ
れ
た
「
第
８
回
全
国
高
校
囲

碁
選
抜
大
会
」
で
、
栃
木
女
子

高
校
１
年
（
当
時
）
の
毛
塚
美

希
さ
ん
＝
写
真
＝
が
女
子
個
人

戦
で
優
勝
し
ま
し
た
。
ま
た
団

体
戦
で
は
関
東
大
会
に
も
出
場

し
ま
し
た
。

　

毛
塚
さ
ん
は
、「
初
め
て
の

全
国
大
会
で
の
優
勝
で
う
れ
し

い
。（
優
勝
し
て
）大
変
驚
い
た
」

と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た

勝
因
を
「
落
ち
着
い

て
打
て
た
こ
と
」
と

分
析
。「
囲
碁
で
甲

子
園
に
当
た
る
大
会

の
予
選
が
春
か
ら
始

ま
る
の
で
ま
た
頑
張

り
た
い
」
と
次
の
目

標
も
語
っ
て
く
れ
ま

し
た
。

　

♥
愛
の
献
血
に

　
　
　
　
　
ご
協
力
を
♥

○
５
月
１
日
（
木
）

◆
場
所　

栃
木
市
役
所
本
庁

舎
３
階
正
庁

◆
問
合
先　

 

健
康
増
進

課 

☎
25
‐
３
５
１
１

○
５
月
14
日
（
水
）

◆
場
所　

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

ト
藤
岡
店

◆
問
合
先　

藤
岡
ラ
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
坂
本
☎
67
‐

３
３
１
１

★
共
通
事
項

◆
時
間　

各
10
時
～
12
時
／

13
時
～
16
時


